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Press Release 
報道関係者各位 

※宮城県石巻市市政記者クラブにもお送りしています。 

 
2023年8月7日 

公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 

https://www.savechildren.or.jp/ 

 

国際 NGO セーブ・ザ・チルドレン 

申請受付中 
「23 年度 セーブ・ザ・チルドレン子ども給付金 ～高校生活まなびサポート～」 

宮城県石巻市の中 3 世代対象 

 

子ども支援専門の国際NGO公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン（理事長：井田純一郎、本部：東京都

千代田区）は、宮城県石巻市に暮らす子どもたちを対象に 、経済的・生活上困難な状況下にある世帯の子ども

が、高校などへの入学、高校就学期間の生活やまなびを経済的不安なく過ごし、自分らしい進路選択ができる

よう支えるため「セーブ・ザ・チルドレン子ども給付金 ～高校生活まなびサポート～」の申請受付を開始します。 
 

報道機関の皆さまにおかれましては、ぜひ周知へのご協力をお願いいたします。 

 

「セーブ・ザ・チルドレン子ども給付金 ～高校生活まなびサポート～」 

【対象地域】 

宮城県石巻市 

 

【給付内容】 

・給付開始から高校卒業時まで、月額 2 万円を給付します。 

※教材費、授業料、修学旅行費、昼食費、通学費、課外活動費など、高校生活やまなびに関わる費用に広く活

用できます。返還の必要はありません。 

 

【対象】 

申請時に、 

・宮城県石巻市に在住する中学 3 年生であること（定員：20 人程度） 

・日本国内の学校に在籍し、以下の対象条件 A～D を満たしていること 

A. セーブ・ザ・チルドレンが設定する世帯年間収入条件を満たしていること 

B. 現在の生活の状況が、セーブ・ザ・チルドレンが設定する条件に当てはまること 

C. 高校入学ならびに高校 3 年間の就学継続が経済的に難しいこと 

D. セーブ・ザ・チルドレンから依頼する協力事項にご協力いただけること 

 

※対象条件 A～D など、くわしい募集要項は https://bit.ly/44Yy3NW からご確認ください。 
※今回は、主に中学 3 年生の募集となります。 

 

【申請期間】 

2023 年 8 月 29 日（火）正午 ～ 2023 年 10 月 5 日（木）23:59 
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【募集要項】 

募集要項は以下からダウンロードができます。必ず子どもと保護者で募集要項をよくお読みいただき、子どもが

対象に当てはまっているかを確認いただいた上でご申請ください。 

募集要項：https://bit.ly/3YbgGXX 
 

 

【申請方法】 

オンラインでの申請となります。申請方法や、証明書類の提出方法は上記「募集要項」をご覧ください。 

申請フォーム：https://bit.ly/46VLfEZ 

 

※原則オンラインでの申請となりますが、郵送での申請も受け付けております。郵送での申請をご希望の方は、 

【問い合わせ先】までご連絡ください。 

 

【問い合わせ先】 

公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 国内事業部 高校生活まなびサポート担当 

問い合わせフォーム： https://bit.ly/3CHVjVa 

Email: japan.kodomosupport@savethechildren.org 

〒101-0047 東京都千代田区内神田 2-8-4 山田ビル 4 階 

TEL：03-6859-0398（平日 9 時～18 時） FAX：03-6859-0069 

 

 

＜セーブ・ザ・チルドレンの日本の子どもの貧困問題解決への取り組み＞ 

セーブ・ザ・チルドレンは、2010 年から日本の子どもの貧困問題解決への取り組みを開始し、現在、1）経済的に困難

な状況にある子どもや養育者への直接支援、2）子どもの貧困対策充実に向けた世論形成のための社会啓発、3）子

どもの貧困問題に関する政策・施策のより良い整備に向けた政策提言という 3 つの柱をもとに活動しています。 

2016年から 2021年まで、直接支援の一環として、岩手県山田町、宮城県石巻市で給付金事業を行いました（2020年

から岩手県宮古市でも実施）。2022 年からは、全国に対象地域を拡大し、2023 年 4 月に中学・高校へ入学した子ども

979人に給付金を提供しました。本給付金事業は 2022年から新たに開始した活動です。対象を地域宮城県石巻市在

住の高校生年代に限定し、高校入学前から卒業までを継続的に支えるために毎月の給付を行います。2022 年度は、

子ども 36 人に給付をしました（2023 年度は高校を卒業した 3 人を除き、33 人への給付を継続しています）。 

 

 

 

＜セーブ・ザ・チルドレン概要＞ 

1919 年に英国にて創設。子どもの権利のパイオニアとして、すべての子どもにとって、生きる・育つ・守られる・参加す

る「子どもの権利」が実現されている世界を目指し、現在、世界約 120 ヶ国で子ども支援活動を展開する国際 NGO で

す。日本では 1986 年にセーブ・ザ・チルドレン・ジャパンが設立しました。 

本件に対する報道関係の方のお問い合わせ 

公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 広報室  

TEL：03-6859-0011 / E-mail: japan.press@savethechildren.org  

https://bit.ly/3YbgGXX
https://bit.ly/3CHVjVa
mailto:japan.kodomosupport@savethechildren.org

